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(57)【要約】
【課題】　絞り装置の駆動制御における省電力化を実現
することにある。
【解決手段】　デジカメ等撮像装置には、カメラモード
検知手段、シャッターボタン検知手段、および、シャッ
ターボタン状態計時手段を有し、カメラ作動中の静止画
撮影時は、条件１、条件２に従って、絞り駆動モータの
通電ＯＮ・ＯＦＦを切りかえ、動画撮影時は、常時、絞
り駆動モータの通電ＯＮとすることを特徴とする。
条件１：静止画撮影時で、所定時間以上Ｓ１が押されな
い時、絞り駆動モータの通電ＯＮ→ＯＦＦ、
条件２：静止画撮影時で、Ｓ１が押されている時、絞り
駆動モータの通電ＯＦＦ→ＯＮ。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
デジカメ撮像装置には、カメラモード検知手段、シャッターボタン検知手段、および、
シャッターボタン状態計時手段を有し、
カメラ作動中の静止画撮影時は、条件１、条件２に従って、絞り駆動モータの通電ＯＮ・
ＯＦＦを切りかえ、動画撮影時は、常時、絞り駆動モータの通電ＯＮとすることを特徴と
する制御方法。
・条件１：静止画撮影時で、所定時間以上Ｓ１が押されない時、絞り駆動モータの通電Ｏ
Ｎ→ＯＦＦ
・条件２：静止画撮影時で、Ｓ１が押されている時、絞り駆動モータの通電ＯＦＦ→ＯＮ
【請求項２】
デジカメ撮像装置には、カメラモード検知手段、シャッターボタン検知手段、および、
シャッターボタン状態計時手段を有し、
カメラ作動中の静止画撮影時は、条件１、条件２に従って、絞り駆動モータの通電ＯＮ・
ＯＦＦを切りかえ、動画撮影時は、常時、絞り駆動モータの通電ＯＮとすることを特徴と
する絞り装置。
・条件１：静止画撮影時で、所定時間以上Ｓ１が押されない時、絞り駆動モータの通電Ｏ
Ｎ→ＯＦＦ
・条件２：静止画撮影時で、Ｓ１が押されている時、絞り駆動モータの通電ＯＦＦ→ＯＮ
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絞りの駆動制御に関して、絞り値精度を確保しつつ、省電力化を図る技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　レンズ括り付けのデジタルカメラや、レンズが取り外し可能なデジタル一眼レフカメラ
等の、所謂、デジタルカメラでは、静止画撮影と動画撮影の両方の撮影方法が選択できる
ようになっている。
【０００３】
　静止画撮影の場合、絞り装置の駆動制御は、シャッターボタンが押される前から通電駆
動され、開放絞り位置へ駆動保持されており、シャッターボタンが押された時に、適正露
光となる所定の絞り値へと、高速、且つ、高精度に駆動制御される。
【０００４】
　また、動画撮影の場合、絞り装置の駆動制御は、録画開始ボタン（＝シャッターボタン
）が押される前から、通電駆動されており、適正露光となる所定の絞り値へと、なめらか
、且つ、高精度に駆動制御される。
【０００５】
　従来、絞り装置の駆動制御は、カメラの主電源が入れられ、静止画撮影か動画撮影かの
どちらかが選択された時点から、常時、通電駆動されている。その理由は、シャッターボ
タンや録画開始ボタンは、操作者の自由意志によって押されるため、押されるタイミング
が事前に予想できないからである。
【０００６】
　よって、カメラにおける絞り装置は、常時、通電駆動されており、省電力化ができない
でいた。
【０００７】
　従来から、絞り装置の省電力化では、種々の方法が知られている。特許文献１では、絞
りが開放のとき、絞りを駆動するステッピングモータへの通電を停止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】特許第２９９７７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記の特許文献１では、絞り開放径より小径の固定絞りが必要であるこ
と。さらに、絞り開口径が、固定絞りの開口径より大きいことを検出する手段が必要であ
ること。等々の機構的、コスト的な問題があった。
【００１０】
　本発明は、かかる点に鑑みられてなされたものであり、その目的は、絞り装置の駆動制
御における省電力化を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明に係るカメラでは、
カメラモード検知手段、シャッターボタン検知手段、シャッターボタン状態計時手段を設
け、カメラ作動中の静止画撮影時は、絞り駆動モータの通電ＯＮ／ＯＦＦを切り替え、動
画時は絞り駆動モータの通電ＯＮとする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の絞り装置、および、絞り装置の駆動制御によれば、絞り値の精度や、撮影開始
時の操作性等を損ねることなく、絞り装置制御時の省電力化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の絞り装置の制御方法を示すフローチャート（第１実施例）
【図２】従来例の絞り装置の制御方法を示すフローチャート
【図３】本発明および従来の絞り装置を含む一眼デジカメのブロック図
【図４】本発明および従来の絞り装置を含むレンズ括り付けデジカメのブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　〈従来例〉
　本発明の絞り装置、および、絞り装置の駆動制御を説明する前に、従来の絞り装置の駆
動制御について、形態と動作を図２、図３に基づいて説明する。
【００１６】
　図２は、従来例の絞り装置の制御方法を示すフローチャートである。図３は、本発明お
よび従来の絞り装置を含む一眼デジカメのブロック図である。
【００１７】
　まず、形態を説明する。
【００１８】
　図３において、１は、取付け・取外しが可能なレンズ部である。１０１は、レンズ部１
内に設けられた被写体の画像を結像する光学レンズである。１０２は、レンズ枠である。
レンズ枠１０２には、光学レンズ１０１が固定されており、図示の左右矢印方向に移動す
ることで、ピント調整機能や焦点距離可変機能（ズーム機能）を果たす。１０３は、レン
ズ枠１０２を図示の左右矢印方向に移動させるレンズ駆動部（モータ等）である。１０４
は、光量調整を行う絞り装置である。１０５は、絞り駆動部（モータ等）であり、絞り装
置１０４の絞りを「開放状態（オープン状態）」から「小絞り状態（クローズ状態）」ま
で駆動し、光量を調整している。１０６は、レンズ／絞り駆動制御部であり、レンズ駆動
部１０３と絞り駆動部１０５の動作制御をしており、電源オン・電源オフを行っている。
【００１９】
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　２は、レンズ部１が取付くカメラ部である。３は、カメラ部２に設けられた撮影モード
選択部で、静止画撮影か動画撮影かを選択する部分である。４は、カメラ部２に設けられ
たシャッターボタンであり、静止画撮影時には、撮影の直前に「半押し」することで、適
正露光演算やＡＦ動作を開始し、「全押し」することで、静止画撮影を実行する。また、
動画撮影時には、シャッターボタン４が、初めに押された時に動画撮影を開始し、次に押
された時に動画撮影を終了する。
【００２０】
　２０１は、カメラ部２内に設けられた撮像素子であり、撮像面に結像した画像を光電変
換する。２０２は、撮像素子２０１を駆動する撮像素子駆動部である。２０３は、モード
位置検出部であり、撮影モード選択部３の選択モード位置を検出する。２０４は、シャッ
ター位置検出部であり、シャッターボタン４の位置を検出する。２０５は、演算制御部で
ある。演算制御部２０５は、モード位置検出部２０３からの撮影モードの情報と、シャッ
ター位置検出部２０４からのシャッターボタン状態の情報とを検知し、演算処理や判断処
理等を実行している。また、演算制御部２０５は、レンズ／絞り駆動制御部１０６を介し
て、レンズ駆動部１０３と絞り駆動部１０５を制御している。また、演算制御部２０５は
、撮像素子駆動部２０２を介して、撮像素子２０１を制御している。５は、レンズ部１と
カメラ部２とを連結するマウント連結部であり、電子的・機構的に接続している。
【００２１】
　次に、動作を説明する。
【００２２】
　図２において、まず、カメラ使用がスタートすると、Ｓ１０１で、カメラ電源がＯＮさ
れる。次に、Ｓ１０２で、撮影モードが「動画モード」か「静止画モード」かを判定する
。
【００２３】
　動画モードであれば、Ｓ１０３で、絞り駆動モータの電源をＯＮにし、Ｓ１０４の動画
撮影を実行し、Ｓ１０２の撮影モードの判定へと戻る。
【００２４】
　静止画モードであれば、Ｓ１０５で、絞り駆動モータの電源をＯＮにし、Ｓ１０６の静
止画撮影を実行し、Ｓ１０２の撮影モードの判定へと戻る。
【００２５】
　上記のように、従来の絞り駆動モータのＯＮ／ＯＦＦ動作は、動画／静止画の両方の撮
影モードにおいて、常に、ＯＮ状態になっているので、省電力化の配慮がなされていない
。
【００２６】
　〈実施例１〉
　本発明の絞り装置の駆動制御について、形態と動作を、図１と図３に基づいて説明する
。
【００２７】
　図１は、本発明の絞り装置の制御方法を示すフローチャートである。図３は、絞り装置
を含む一眼デジカメのブロック図であり、すでに説明したので、形態の説明は割愛する。
【００２８】
　図３の形態のカメラにおいて、本発明の動作を説明する。
【００２９】
　図１において、まず、カメラ使用がスタートすると、Ｓ１０１で、カメラ電源がＯＮさ
れる。次に、Ｓ１０２で、撮影モードが「動画モード」か「静止画モード」かを判定する
。
【００３０】
　動画モードであれば、Ｓ１０３で、絞り駆動モータの電源をＯＮにし、Ｓ１０４の動画
撮影を実行し、Ｓ１０２の撮影モードの判定へと戻る。
【００３１】
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　静止画モードであれば、Ｓ１０５で、絞り駆動モータの電源をＯＮにし、Ｓ１０７で、
シャッターボタン状態がどうなっているかを判定する。
【００３２】
　ここで、シャッターボタンが「全押し」の場合は、Ｓ１０８で、絞り駆動モータ電源Ｏ
Ｎのままとし、Ｓ１０６の静止画撮影を実施し、Ｓ１０２の撮影モードの判定へと戻る。
【００３３】
　ここで、シャッターボタンが「半押し」の場合は、Ｓ１０９で、絞り駆動モータ電源Ｏ
Ｎのままとし、Ｓ１０６の静止画撮影を実施し、Ｓ１０２の撮影モードの判定へと戻る。
【００３４】
　ここで、シャッターボタンが「押されていない」場合は、Ｓ１１０で、所定時間以上押
されていないか？を判定する。
【００３５】
　ここで、「Ｎｏ」であれば、Ｓ１１１の絞り駆動電源ＯＮのままとし、Ｓ１０６の静止
画撮影を実施し、Ｓ１０２の撮影モードの判定へと戻る。
【００３６】
　ここで、「Ｙｅｓ」であれば、Ｓ１１２の絞り駆動モータ電顕ＯＦＦを実行し、Ｓ１１
０の所定時間以上押されていないか？の判定へと戻る。
【００３７】
　つまり、Ｓ１１２からＳ１１０へ、さらに、Ｓ１１０からＳ１１２へ戻るループに留ま
っている間は、絞り駆動モータの電源をＯＦＦにすることができる。
【００３８】
　以上、述べたように、静止画撮影モードのときに、所定時間以上シャッターが押されて
いない場合は、絞り駆動モータの電源をＯＦＦにすることができるので、省電力化を実現
することができる。
【００３９】
　図４は、レンズ括り付けデジカメのブロック図である。
【００４０】
　レンズ括り付けデジカメの形態は、図３の一眼デジカメのブロック図３と比較すると、
「マウント連結部５」と「レンズ／絞り駆動制御部１０６」とが省かれているだけで、同
じ形態となっている。したがって、レンズ括り付けデジカメでも、図１のフローチャート
の絞り制御が、そのまま、適用できることになり、所定時間以上シャッターボタンが押さ
れていない場合は、絞り駆動モータの電源をＯＦＦにすることができるので、省電力化を
実現することができる。
【符号の説明】
【００４１】
１　レンズ部、１０１　光学レンズ、１０２　レンズ枠、
１０３　レンズ駆動部（モータ等）、１０４　絞り装置、
１０５　絞り駆動部（モータ等）、１０６　レンズ／絞り駆動制御部、
２　カメラ部、２０１　撮像素子、２０２　撮像素子駆動部、
２０３　モード位置検出部、２０４　シャッター位置検出部、
２０５　演算制御部、３　撮影モード選択部、４　シャッターボタン、
５　マウント連結部
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